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問１ 

 荒木さんは、住宅の建築や購入等に関する一般的な留意点についてＣＦＰ認定者に説明を受けたい

と思っています。以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

（問題１） 
 

（設問Ａ）不動産の特性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．不動産は、売却に時間や手続きを要することが多く、上場株式と比べて流動性に乏しい資産

といえる。 

２．不動産投資における収益は、インカムゲイン（賃料収入）とキャピタルゲイン（値上がり益）

に分類できるが、分譲マンションはインカムゲインの対象となり得ない。 

３．同一の不動産の上に２つ以上の権利利益が存する場合には、それぞれの権利利益について、

価格または賃料が形成され得る。 

４．併合および分割の可能性とは、別の土地を必要に応じて併合できる、あるいは、１つの土地

を必要に応じて分割することができる、という人文的特性である。 

 

（問題２） 
 

（設問Ｂ）住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度（以下「住宅性能表示制度」

という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．住宅性能表示制度の対象となる住宅は新築住宅に限られるが、新築住宅とは人の居住の用に

供したことがなく建設工事完了の日から起算して１年を経過しないものである。 

２．住宅性能評価書には、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の２種類があるが、いずれ

か１つでも交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請することが

できる。 

３．新築住宅においては、当該住宅の施工についての設計住宅性能評価書の有無にかかわらず建

設住宅性能評価の申請をすることができる。 

４．新築住宅の売主が、建設工事完了後に売買契約を締結する際、当該新築住宅の建設住宅性能

評価書を売買契約書に添付すると、売主は同評価書に表示された性能を有する新築住宅を買

主に引き渡すことを契約したものとみなされる。 
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問２ 

 野村さんは、老後のことを考え、自宅に居住し続けるかどうかを検討しており、ＣＦＰ認定者から

アドバイスを受けたいと考えています。以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中から

１つ選んでください。 

 

（問題３） 
 

（設問Ａ）野村さんは、高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「終身建物賃貸借による賃貸住

宅」（以下「賃貸住宅」という）への入居を検討している。ＣＦＰ認定者が行った終身建

物賃貸借に関する次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、野村さんが賃借人、野

村さんの実妹が同居人になる予定である。また、終身賃貸事業者は、当該事業について都道

府県知事等の認可を受けている。 

 

１．野村さんが賃貸住宅へ入居するためには、野村さんおよび実妹のいずれもが６０歳以上であ

ることが必要である。 

２．野村さんと実妹が賃貸住宅に入居した後に、野村さんが死亡した場合、実妹は、終身賃貸事

業者に対し、賃貸住宅に引き続き居住する旨の申出を行うことはできない。 

３．野村さんは、終身賃貸事業者の建物の使用を必要とする事情を理由として、終身賃貸事業者

から終身建物賃貸借契約を解約されることがある。 

４．終身建物賃貸借において、賃借人である野村さんからの解約申入れであれば、その理由を問

わず、解約申入れの６ヵ月後に終身建物賃貸借契約は終了する。 

 

（問題４） 
 

（設問Ｂ）野村さんは、高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」

（以下「サ高住」という）への入居も検討している。ＣＦＰ認定者が行ったサ高住に係る

住宅事業（以下「サ高住事業」という）の登録要件に関する次の説明のうち、最も適切なも

のはどれか。なお、都道府県高齢者居住安定確保計画および市町村高齢者居住安定確保計画

については考慮する必要はない。 

 

１．サ高住は、住宅の専用部分において、段差のない床や浴室等の手すりその他の加齢対応構造

等を備えることは登録要件となっているが、共用部分において加齢対応構造等を備えること

は登録要件となっていない。 

２．入居者に対する状況把握（安否確認）サービスの提供は登録要件となっているが、生活相談

サービスの提供は登録要件となっていない。 

３．サ高住の整備を行い、サ高住事業を行う場合には、当該整備に関する工事が完了する前に敷

金または家賃等の前払金を受領しないこととされている。 

４．サ高住事業を行う者は、受領した家賃等の前払金について、入居者に返還債務を負う場合に

備えて、必要な保全措置を講じておくことまでは必要とされていない。 
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問３ 

 西里さんは、遊休土地の有効活用のため、ＣＦＰ認定者のアドバイスを受けて、下記設例のマンシ

ョンを建設し賃貸しています。マンション建設による土地活用に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、そ

れぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

［賃貸マンションの概要］ 

敷 地 面 積 ５００ｍ2 

延 べ 面 積 １,６００ｍ2 

構造・規模 鉄筋コンクリート造６階建・各階の床面積は同じとする。 

用 途 共同住宅（一棟のすべてが賃貸用） 

戸 数 等 総戸数２３戸 

階 住居番号 間取り 面積 住居番号 間取り 面積 

６ ６Ａ ６Ｂ ６Ｃ ２ＬＤＫ ６０ｍ2 ６Ｄ １ＬＤＫ ４０ｍ2 

５ ５Ａ ５Ｂ ５Ｃ ２ＬＤＫ ６０ｍ2 ５Ｄ １ＬＤＫ ４０ｍ2 

４ ４Ａ ４Ｂ ４Ｃ ２ＬＤＫ ６０ｍ2 ４Ｄ １ＬＤＫ ４０ｍ2 

３ ３Ａ ３Ｂ ３Ｃ ２ＬＤＫ ６０ｍ2 ３Ｄ １ＬＤＫ ４０ｍ2 

２ ２Ａ ２Ｂ ２Ｃ ２ＬＤＫ ６０ｍ2 ２Ｄ １ＬＤＫ ４０ｍ2 

１ １Ａ １Ｂ  ２ＬＤＫ ６０ｍ2 １Ｃ １ＬＤＫ ４０ｍ2 
  

屋外駐車場 ２０台分（機械式２段） 

建設工事費 ４８０,０００千円（屋外駐車場の工事費を含む） 

竣工年月日 ２０２４年１月１日 

賃貸開始日 ２０２４年１月１日 

 

［賃貸条件等］ 

賃料（月額） 【１年目】 

階 住居番号 賃料 住居番号 賃料 

６ ６Ａ ６Ｂ ６Ｃ 各２００千円 ６Ｄ １３０千円 

５ ５Ａ ５Ｂ ５Ｃ 各１９５千円 ５Ｄ １３０千円 

４ ４Ａ ４Ｂ ４Ｃ 各１９０千円 ４Ｄ １３０千円 

３ ３Ａ ３Ｂ ３Ｃ 各１９０千円 ３Ｄ １３０千円 

２ ２Ａ ２Ｂ ２Ｃ 各１９０千円 ２Ｄ １２５千円 

１ １Ａ １Ｂ  各１８０千円 １Ｃ １２０千円 

 

【２年目】５階、１階の一部の部屋の賃料を年初から引き下げた。なお、下記

以外の部屋の賃料は１年目と同じとする。 

階 住居番号 賃料 

５ ５Ａ ５Ｂ ５Ｃ 各１９０千円 

１ １Ａ １Ｂ  各１７５千円 

駐車場：１年目、２年目ともに２０千円／台 
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空 室 損 失 （貸室）１年目（２０２４年中）：５Ａ、５Ｂ、５Ｃ、１Ａ、１Ｂが年間を通し

て空いていたとする。 

２年目（２０２５年中）：５Ａ、１Ｂが年間を通して空いていたとす

る。 

（駐車場）１年目（２０２４年中）：年間を通して１０台分空いていたとする。 

２年目（２０２５年中）：年間を通して４台分空いていたとする。 

敷金・礼金 敷金：貸室および駐車場ともに賃料の３ヵ月分とする（償却なし）。 

礼金：貸室および駐車場ともにないものとする。 

借入金額お

よび返済方

法等 

借入金額：建設工事費の６０％相当額 

返済方法：借入時期を２０２４年１月１日とし、２０年間元金均等方式で各年

分を各年末に返済する。 

金利  ：年３.０％（固定金利） 

修 繕 費 等 ① 修繕費  ：年間修繕費を建設工事費の０.４％とする。 

② 維持管理費：年間維持管理費を延べ面積１ｍ2当たり２,５００円とする。 

③ 公租公課 ：［事業収支表］のとおりとする。 

④ 損害保険料：年間保険料を建設工事費の０.１％とする。 

⑤ 仲介手数料：１年目は［事業収支表］の収益の金額の１２分の１とし、２

年目は［事業収支表］のとおりとする。 

減価償却等 部分 割合※ 耐用年数 償却方法 償却率 

建物本体 ７０％ ４７年 定額法 ０.０２２ 

附属設備 ３０％ １５年 定額法 ０.０６７ 

※建設工事費に対する建物本体と附属設備の費用の割合である。 

 

［その他］ 

・ 賃料は当月分を当月払いとする。 

・ 敷金およびその運用益は収入に含めない。 

・ 西里さんは青色申告者であり、収入は［賃貸条件等］記載の収入のみである。 

・ 消費税および地方消費税は考慮しない。 

・ [事業収支表］の各項目の計算結果につき、千円未満の端数が生じたときは、その都度千円未

満を四捨五入する。 
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［事業収支表］ （単位：千円） 

 項目 １年目（２０２４年） ２年目（２０２５年） 

損益計算 

１．収益 （          ） （          ） 

満室時貸室賃料収入 （          ） （          ） 

満車時駐車場収入 （          ） （          ） 

空室損失 （          ） （          ） 

２．費用 （          ） （          ） 

①修繕費 （          ） （          ） 

②維持管理費 （          ） （          ） 

③公租公課 （      ５,３００） （      ３,２００） 

④損害保険料 （          ） （          ） 

⑤仲介手数料 （          ） （       ７００） 

⑥減価償却費 （          ） （          ） 

⑦借入金利子 （          ） （   （ イ ）   ） 

３．経常損益（１－２） （   （ ア ）   ） （          ） 

収支計算 

１．収入（＝収益） （          ） （          ） 

２．支出 （          ） （          ） 

①～⑤ （          ） （          ） 

⑦借入金利子 （          ） （          ） 

⑧元本返済額 （          ） （          ） 

３．剰余金（１－２） （          ） （   （ ウ ）   ） 

借入金残高 （          ） （          ） 

 

 

（問題５） 
 

（設問Ａ）西里さんが計上すべき１年目（２０２４年）の経常損益の金額（アの欄）として、正しいも

のはどれか。 

 

１．  ▲９２３千円 

２．▲１,３５５千円 

３． ６,６８１千円 

４．１０,１９０千円 

 

（問題６） 
 

（設問Ｂ）西里さんの２年目（２０２５年）の借入金利子の金額（イの欄）として、正しいものはどれ

か。 

 

１． ７,７７６千円 

２． ８,２０８千円 

３． ８,６４０千円 

４．１３,６８０千円 
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（問題７） 
 

（設問Ｃ）西里さんが計上すべき２年目（２０２５年）末の剰余金の金額（ウの欄）として、正しいも

のはどれか。 

 

１．１４,２８２千円 

２．１４,３７２千円 

３．１４,４９２千円 

４．１４,９２４千円 

 

（問題８） 
 

（設問Ｄ）不動産賃貸業務に係る所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．生計を一にする親族に支払った給料は、原則として必要経費に算入されない。 

２．建物の修理、改修等に要する費用のうち、明らかに建物の使用可能期間を延長させる部分に

対応する金額は、支出した年分の不動産所得の必要経費とすることはできない。 

３．不動産所得の総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、共益費などの名目で受け

取る電気代、水道代や掃除代などが含まれる。 

４．不動産所得の収入について、契約により支払日が定められている家賃は、その定められた支

払日に計上するが、未収の場合は原則として当該支払日に計上する必要はない。 
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問４ 

 福岡さんは、不動産業者ＲＡから紹介された下記設例の不動産（以下「本物件」という）に対する投

資を検討しています。不動産投資に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中か

ら１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

［物件概要等］ 

建 築 面 積 ４００ｍ2 

延 べ 面 積 ２,０００ｍ2 

構造 ・ 規模 鉄筋コンクリート造５階建 

用 途 １階  ：店舗 

２～５階：事務所 

賃 貸 面 積 １階  ：２４０ｍ2 

２～５階：各３２０ｍ2 

現 況 建物は改修済みで、入居者募集中である。 

竣工 年 月日 ２００４年１月１日 

賃料（月額） １階  ：賃貸面積１ｍ2当たり３,８００円 

２～５階：賃貸面積１ｍ2当たり２,６００円 

敷金 ・ 礼金 なし 

 

［収益性から不動産価格を求める場合の前提条件］ 

＜収支明細表＞ （金額の単位：千円) 

項目 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

満室時総収益 （   ） （   ） （   ） （   ） （   ） 

空室損失 （   ） （   ） （   ） （   ） （   ） 

総収益※ （   ） （   ） （   ） （   ） （   ） 

総費用 （   ） （   ） （   ） （   ） （   ） 

純収益 （   ） （   ） （   ） （   ） （   ） 

複利現価率 （   ） （   ） （   ） （   ） （   ） 

純収益の現在価値 （   ） （   ） （   ） （   ） （   ） 

※総収益とは、満室時総収益から空室損失を控除したものである。 

 

＜条件＞ 

・ 収益性から求める不動産価格は、各年の純収益の現在価値の合計と転売価格の現在価値とを

合算することにより求めるものとする。各年の純収益（年額）および転売価格は、各年末に

生じるものとする。 

・ 本物件は５年間賃貸した後、転売する。各室の賃料は［物件概要等］に記載のとおりとし、

５年間同額とする。 

・ ５年後の転売価格は、６年目の純収益を転売時還元利回りで還元した価格とするが、６年目

の純収益は、５年目の純収益と同額とする。なお、転売時の仲介料等の販売経費は考慮しな

い。 
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・ 空室損失は、満室時総収益に対して、１年目は１０％、２年目は８％、３年目以降は５％と

する。 

・ 各年の総費用（減価償却費を含まない）は、次のとおり求めるものとする。 

各年の総費用＝固定費＋変動費 

固定費 延べ面積１ｍ2当たり４,８００円 

変動費 各年の総収益の４％相当額 

・ 価格算出に使用する各数値は、次のとおりとする。 

割引率（償却前純収益に対応） ５.０％ 

転売時還元利回り（同上） ６.０％ 

・ 消費税および地方消費税は考慮しない。 

 

※計算上の留意点 

・ 各年の空室損失、総収益、総費用、純収益および転売価格ならびに純収益および転売価格の

現在価値は、計算過程を含めていずれも千円未満の端数が生じた場合は、千円未満を四捨五

入して求める。 

・ 複利現価率の計算結果につき、小数点以下の数値が生じた場合は、小数点以下第３位を四捨

五入し、小数点以下第２位までの数値とする。 

 

 

（問題９） 
 

（設問Ａ）本物件の５年間の純収益の現在価値の合計額として、正しいものはどれか。 

 

１．１５１,３３９千円 

２．１５３,２８３千円 

３．１５４,７４３千円 

４．１５５,３３５千円 

 

（問題１０） 
 

（設問Ｂ）本物件の収益性から求めた不動産価格として、正しいものはどれか。なお、本物件の不動産

価格は、１,０００千円未満を四捨五入し、１,０００千円単位で求めること。 

 

１．６１１,０００千円 

２．６３２,０００千円 

３．６３４,０００千円 

４．６３７,０００千円 
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（問題１１） 
 

（設問Ｃ）不動産証券化に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．不動産証券化は、有価証券の発行により投資単位の小口化を行うことで少額投資が可能とな

り、流動性が向上し不動産への投資機会を拡大させる。 

２．特定目的会社（ＴＭＫ）は、資産を証券化するためのビークルであることから、一般の会社

と比較して組織上の簡素化が図られているが、資産の運営管理等の業務を外部委託してはな

らない。 

３．特定目的会社（ＴＭＫ）スキームとは、投資家等から資金調達を行って現物不動産や信託受

益権等の資産を取得し、当該資産から生ずるキャッシュフローによりデットの返済やエクイ

ティの配当を行う仕組みをいう。 

４．不動産証券化に関する法律として、資産の流動化に関する法律、投資信託及び投資法人に関

する法律および不動産特定共同事業法があるが、投資ビークルとしての特定目的会社（ＴＭ

Ｋ）は資産の流動化に関する法律に基づき設立される。 

 

（問題１２） 
 

（設問Ｄ）不動産証券化関連のプレイヤーに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．オリジネーターとは、証券化する不動産の原所有者のことをいう。 

２．レンダーとは、投資家のうち、主にノンリコースローンを実行する金融機関のことをいう。 

３．アレンジャーとは、不動産証券化のためのスキーム全体を検討し、証券化を実現させるため

の基本的な枠組みをオリジネーター、投資家、レンダー等の関係者と協議しながら構築して

いく重要な役割を担うものをいう。 

４．プロパティマネージャーとは、証券化された不動産の管理、運営する業務を行う専門家をい

い、資産全体の財務戦略を策定して対象不動産の購入や売却に関する助言を行う。 
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問５ 

 ＣＦＰ認定者は、浅見さんから所有している甲土地の適正な価格を知りたいとの相談を受けました。

不動産の価格に関する以下の設問Ａ～Ｅについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでくださ

い。 

 
［甲土地の概要］ 

・ 面積：１６８ｍ2 

・ 形状：不整形（間口３ｍ、奥行２０ｍ、形状は図のとおり） 

・ 接道：北側幅員８ｍ市道 

・ 用途地域等：第一種住居地域（指定建蔽率６０％、指定容積率２００％） 

・ 相続税路線価：３６０千円／ｍ2 

・ 周辺の概況：戸建住宅のほかアパート等共同住宅が建ち並ぶ住宅地域。近年は、土地の細分

化が進んでいる。 

  

＜設例＞ 

Ｎ 

取引事例 

（更地） 

１６０ｍ2 

１０ｍ 

２０ｍ 

幅員６ｍ市道 

１２ｍ 

２０ｍ 

甲土地 

１６８ｍ2 
１２ｍ 

１２ｍ 

幅員８ｍ市道 

乙土地 

４０ｍ 

２０ｍ 

８ｍ 

３ｍ 
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［取引事例の概要］ 

・ 取引時点：２０２４年２月１日 

・ 取引価格：７６,８００千円 

・ 面積：１６０ｍ2 

・ 形状：台形（形状は図のとおり） 

・ 接道：東側幅員６ｍ市道 

・ 相続税路線価：３５０千円／ｍ2 

・ 周辺の概況：戸建住宅が建ち並ぶ住宅地域 

 

［甲土地の更地価格の算定式］ 

取引事例比較法を適用して、甲土地の更地価格を求める。算定式は以下のとおり。 

・ 評価時点：２０２４年６月１日 

 

ⅰ．時点修正 

次の過程により時点修正を行う。 

① ２０２３年と２０２４年における近傍類似の地価公示の標準地（以下「公示地」という）

の公示価格から２０２３年の年変動率を算出する。近傍類似の公示地の公示価格は以下

のとおりである。 

２０２４年 ４４０千円／ｍ2 

２０２３年 ４２０千円／ｍ2 

② 上記①の年変動率から月変動率を算出する。 

③ 取引事例の取引時点から評価時点までの間も、上記②の月変動率と同様として時点修正

率（Ｘ）を算出する。 

④ 年および月変動率は、各計算過程で、計算結果に端数が生じた場合は、小数点以下第４

位を四捨五入し、小数点以下第１位までの百分率（％）として求める。 

ⅱ．標準化補正 

取引事例の標準化補正率（Ｙ）は、接道方位の補正率（北向きを標準とし、北向きに補正す

る）および不整形地補正率の相乗（掛け算）により求める。かげ地割合および（Ｙ）の算出

に際しては、計算結果の小数点以下第４位を四捨五入し、小数点以下第１位までの百分率

（％）として求めるものとする。なお、接道方位の補正率およびかげ地割合を用いた不整形

地補正率については、以下の算定式および表により求めるものとする。 

 

※標準化補正：取引事例が存する地域の標準的な画地へ補正すること。 
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① 接道方位の補正率 

方位 評点 方位 評点 

北 ±０ 北東 ＋１ 

東 ＋２ 北西 ＋１ 

西 ＋２ 南東 ＋４ 

南 ＋５ 南西 ＋４ 

※接道方位の補正率＝（１００＋評点）／１００ 

② 不整形地補正率 

かげ地割合＝
 想定整形地の面積－取引事例の面積 

想定整形地の面積
 

かげ地割合 不整形地補正率 

１０％以上 ０.９８ 

１５％以上 ０.９６ 

２０％以上 ０.９４ 

※想定整形地は、設例の取引事例の周囲に点線を加えて示された長方形の土地である。 

③ 標準化補正率（Ｙ）＝接道方位の補正率×不整形地補正率 

ⅲ．地域要因比較 

甲土地と取引事例の前面道路の相続税路線価の比率をもって地域要因の格差とする。 

ⅳ．個別的要因比較 

次の算定式により、甲土地の個別的要因の補正率（Ｚ）を求める。（Ｚ）の算出に際しては、

計算結果の小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位までの百分率（％）として求め

るものとする。甲土地には形状以外に補正すべき個別的要因はない。 

 路地状部分の面積×（１－路地状部分の減価率）＋有効宅地部分の面積×（１－有効宅地部分の減価率）

甲土地の面積
×１００ 

＜標準的な画地の価格に対する減価率＞ 

有効宅地部分の減価率 

路地状部分の奥行 １０ｍ未満 １０％ 

路地状部分の奥行 １０ｍ以上２０ｍ未満 １５％ 

路地状部分の奥行 ２０ｍ以上 ２０％ 

路地状部分の減価率 － ４０％ 

 

  



 
2024年度第1回 不動産運用設計 

15 不 動 産 運 用 設 計  ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会 無断複製転載禁止 

（問題１３） 
 

（設問Ａ）取引事例比較法を適用して、取引事例から甲土地の更地価格（総額）を求めるための時点修

正率（Ｘ）と標準化補正率（Ｙ）の組み合わせとして、正しいものはどれか。 

 

１．（Ｘ）１０１.４ （Ｙ）９５.９ 

２．（Ｘ）１０１.４ （Ｙ）９７.９ 

３．（Ｘ）１０１.６ （Ｙ）９５.９ 

４．（Ｘ）１０１.６ （Ｙ）９７.９ 

 

（問題１４） 
 

（設問Ｂ）評価時点における甲土地の更地価格（総額）として、正しいものはどれか。なお、甲土地の

価格は、千円未満を四捨五入し、千円単位で求めること。 

 

１．７３,８８２千円 

２．７４,４１０千円 

３．７４,９６２千円 

４．７５,３０８千円 
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（問題１５） 
 

（設問Ｃ）デベロッパーが甲土地と乙土地を取得後、一体の土地として区画割りし戸建住宅用地を分譲

する場合、下記の方法により算出した当該一体の土地の価格（素地価格）として、正しいも

のはどれか。なお、各計算過程において千円未満の端数が生じた場合は、千円未満を四捨五

入すること。 

 

＜戸建住宅用地の販売収入等から算出する土地価格の算定式＞ 

一体の土地の価格

（素地価格）
 ＝販売総額×

１

（１＋ｒ)ｎ１ 
－土地の造成費等×

１

（１＋ｒ)ｎ２ －その他諸経費×
１

（１＋ｒ)ｎ３ 
 

ｒ：投下資本収益率（※） 

（※）投下資本収益率は、各時期から価格時点までのキャッシュフローを現在価値に割り引くた

めの利回りである。 
 

〇一体の土地の開発計画の概要ならびに開発スケジュールおよび期間 

販売総額の収入の時期、ならびに土地の造成費等およびその他諸経費の支出の時期は、それぞれ

異なる時期に数回にわたり生じる収入または支出を一時点に生じるものと仮定した重心点とし、

期間については以下のとおりとする。 

ｎ１：評価時点から販売時点までの期間：１０ヵ月 

ｎ２：評価時点から土地の造成費等の支払い時点までの期間：３ヵ月 

ｎ３：評価時点からその他諸経費の支払い時点までの期間：７ヵ月 
 

・ 評価時点：２０２４年６月１日 

・ 一体の土地の面積：８００ｍ2 

・ 開発道路面積：１８０ｍ2 

・ 販売面積：一体の土地の面積－開発道路面積 

・ 分譲区画数：６区画 

・ 宅地平均販売価格：１ｍ2当たり６５０千円 

・ 土地の造成費等：１ｍ2当たり８千円（調査費等含む） 

・ その他諸経費：宅地分譲販売総額の１８％ 

・ 投下資本収益率：年率１０％ 

・ その他の条件について考慮する必要はない。 
 

〇価格計算に用いる投下資本収益率に基づく複利現価率表 

月数 複利現価率 

３ ０.９７６ 

７ ０.９４６ 

１０ ０.９２４ 

 

※計算上の留意点 

販売総額、土地の造成費等およびその他諸経費の金額ならびにその価格時点の金額は、それぞれ

千円未満を四捨五入して求める。 

 

１．２８６,６１４千円 

２．２９７,５０３千円 

３．３００,３６８千円 

４．３０１,０２０千円  
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（問題１６） 
 

（設問Ｄ）ＣＦＰ認定者が、浅見さんに説明した不動産鑑定評価上、不動産の価格に影響を与える要

因に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．低層住宅地において当該土地上に高圧線が通っている土地（高圧線下地）については、当該

土地上に建築物を建築するに当たっての制限が認められない場合は、減価要因とはならない。 

２．住宅地において、その不動産が属する地域の標準的な画地と比較して画地規模が大きいこと

は、総額が大きく画地としての利用上道路を敷設する必要性等により市場性が劣り、一般的

には減価要因であるが、マンション敷地としてその希少性から減価要因とならない場合もあ

る。 

３．農地地域から住宅地域へと転換しつつある地域においては、転換の程度にかかわらず一般的

には住宅地域としての価格形成要因を重視すべきである。 

４．住宅地において袋地（路地状部分で前面道路に接する土地）は、建物を建築する部分が前面

道路から離れることにより閑静で良好な住環境が維持できるほか防犯面等においても優位で

あるため、一般的には増価要因となる。 

 

（問題１７） 
 

（設問Ｅ）ＣＦＰ認定者が行った、不動産の公的価格に関する次の記述の適不適の組み合わせとして、

正しいものはどれか。 

 

（ア）相続税評価における倍率地域の借地権割合は、固定資産税の路線価に付されたアルファベットの

Ａ～Ｇまでの記号により求める。 

（イ）固定資産課税台帳は、納税義務者以外に借家人や借地人も閲覧できるが、借家人は借家人が借り

ている建物およびその敷地について記載された部分が閲覧できるのに対し、借地人が閲覧できる

のは借地権の目的となっている土地の記載部分だけである。 

（ウ）宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介または代理をする場合に、その宅

地の評価額について意見を述べるときは、その根拠につき地価公示の公示価格または地価調査の

基準地の標準価格を規準としなければならないとしている。 

（エ）地価公示の標準地と地価調査の基準地とは、根拠法、実施機関および価格時点等も異なるが、同

一地点が標準地および基準地の共通地点として選定されることもある。 

 

１．（ア）および（イ）は適切であるが、（ウ）および（エ）は不適切。 

２．（ア）および（ウ）は適切であるが、（イ）および（エ）は不適切。 

３．（イ）および（ウ）は適切であるが、（ア）および（エ）は不適切。 

４．（イ）および（エ）は適切であるが、（ア）および（ウ）は不適切。 
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問６ 

 宇野さんは、自宅を購入しようと物件を探していたところ、宅地建物取引業者であるＳＺ株式会社

（以下「ＳＺ社」という）から、下記＜資料＞の物件（以下「本物件」という）を紹介されました。以

下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。なお、宇野さんおよ

び本物件の売主の細川さんは、宅地建物取引業者ではありません。 

 

＜資料＞ （一部の表示は省略） 
 

 
 

［その他］ 

・ 本物件は、建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という）第２条第１項に規

定する区分所有権の目的である建物である。 

・ 本物件に係る敷地利用権は、所有権であり、マンションＳＱ海岸の区分所有者全員の共有と

なっている。 

・ 本物件の管理組合によるマンションの管理に関する計画（以下「管理計画」という）は、マ

ンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の３に定める認定を受けている。 

 

 
〇〇県知事（９）第×××××号 （公益社団法人）〇〇県宅地建物取引業協会会員 

 （公益社団法人）〇〇不動産公正取引協議会加盟 
 

ＳＺ株式会社 住所：〇〇県□□市△△１丁目 

取引態様：媒介（仲介） 電話：×××－×××× 
 

☆海の見える住戸！ 

☆２０２４年６月リフォーム済 

（壁紙、フローリング） 

☆管理計画認定取得マンション 

☆スーパー◎◎まで徒歩２分 

※サブエントランス利用 

＜物件の概要＞ 

交 通：○○線ＳＱ駅まで徒歩３分 

※メインエントランス利用 

所 在 地：〇〇県□□市△△３丁目 

専 有 面 積：６８.６２ｍ2 

バ ル コ ニ ー：１７.７３ｍ2 

間 取 り：２ＬＤＫ 

構造・規模等：鉄筋コンクリート造２６階建の１５階 

建 築 年 月：２０１１年１０月築 

管 理 費：月額１４,０００円 

修 繕 積 立 金：月額１８,０００円 

管 理 形 態：ＳＹ管理株式会社に全部委託 

：常駐 

引渡し可能年月：２０２４年６月 

【中古マンション】 

価格 ４,５８０万円 マンションＳＱ海岸 

（表示は省略） 

物件写真 

各種施設までの地図 
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・ マンションＳＱ海岸の管理組合は、区分所有法第３条に定める団体であり、管理組合法人で

はない。 

・ マンションＳＱ海岸は、リゾートマンションではない。 

※管理計画の認定制度とは、マンションの管理組合による管理計画が管理組合の運営の状況等に

関する一定の基準を満たす場合に、都道府県知事等から適切な管理計画をもつマンションとし

て認定を受けることができる制度である。 

 

（問題１８） 
 

（設問Ａ）不動産の表示に関する公正競争規約等から見て、＜資料＞の広告内容等に関する次の記述の

うち、最も適切なものはどれか。 

 

１．マンションの管理費および修繕積立金の月額については、＜資料＞のようにそれぞれ区別し

て表示する必要はなく、管理費等としてその合計の月額を表示することができる。 

２．本物件が、ＳＱ海岸から直線距離で１,０００ｍ以内に所在していれば、本物件に「ＳＱ海

岸」の名称を用いることができる。 

３．各種施設までの距離または所要時間について、スーパー◎◎までの本物件の起点となる出入

口は＜資料＞のようにサブエントランスを明示して表示することができる。 

４．ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）を利用して本物件の販売を行う場合、不動

産の表示に関する公正競争規約の規制を受けることなく広告表示できる。 

 

（問題１９） 
 

（設問Ｂ）次の記述のうち、宅地建物取引業法第３５条に規定する「重要事項の説明等」において、Ｓ

Ｚ社が本物件の売買の媒介をする際に、宇野さんに対して交付する同法に定める重要事項説

明書の記載事項として、最も不適切なものはどれか。 

 

１．マンションＳＱ海岸（一棟の建物）の敷地に関する権利の種類および内容。 

２．マンションＳＱ海岸の管理組合によるものとして認定を受けた管理計画の内容。 

３．ＳＹ管理株式会社の商号および主たる事務所の所在地。 

４．宇野さんが負担しなければならない通常の管理費用の額。 
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（問題２０） 
 

（設問Ｃ）宇野さんは、売主の細川さんと、本物件を４,５００万円で売買することに合意し、売買契

約の締結および手付金の授受を行う予定である。手付金に関する次の記述のうち、民法の規

定から見て、最も適切なものはどれか。なお、売買契約に別段の定めはないものとする。 

 

１．細川さんは、手付金の保全措置を講じた後でなければ、宇野さんから手付金を受領すること

ができない。 

２．細川さんは、宇野さんとの合意があったとしても、売買代金の１０分の２を超える１,０００

万円を、手付金として宇野さんから受領することができない。 

３．宇野さんが手付金を交付した後、売買契約に基づいて中間金の支払いを済ませた場合は、細

川さんが契約の履行に着手していなくとも、宇野さんは手付金を放棄して契約解除をするこ

とができない。 

４．宇野さんが手付金を交付したときは、宇野さんが売買契約の履行に着手していない限り細川

さんは手付金の倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。 

 

（問題２１） 
 

（設問Ｄ）区分所有法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．宇野さんは、細川さんがマンションＳＱ海岸の修繕積立金を滞納していた場合でも、当該滞

納修繕積立金の支払い義務を負うことはない。 

２．本物件を購入した宇野さんは、マンションＳＱ海岸の管理組合の組合員になることを拒否で

きない。 

３．細川さんは、区分所有法に別段の定めがある場合を除いて、細川さんが有するマンションＳ

Ｑ海岸の共用部分の持分のみを宇野さんに売却することができない。 

４．細川さんが宇野さんに本物件を売却する場合、規約に別段の定めがない限り、本物件と本物

件に係る敷地利用権とを分離して売却することができない。 
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問７ 

 佐野さんは、北村町子さんおよび北村春樹さん（以下「北村さんら」という）から甲土地を借り受け、

丙建物を建築し居住しています。以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選

んでください。 

 

＜設例＞ 

 

［甲土地の借地権（以下「本件借地権」という）の概要］ 

契約締結日：１９７６年６月１日（新規設定契約） 

契約当事者：借地権者 佐野孝弘  借地権設定者 北村義彦（甲土地所有者） 

権利の種類：賃借権 

目的：居住用の木造建物（丙建物）の所有 

存続期間：３０年 

地代：月額金○万円 

更新：特に当事者間の合意はなく、２００６年に土地の使用継続により法定更新をしている。 

更新料：定めなし 

 

［その他］ 

・ 北村義彦さんは、２０２３年３月２日に死亡し、北村町子さん（妻）および北村春樹さん

（子）が、相続により本件借地権の借地権設定者の地位を承継している。なお、甲土地におけ

る持分は、遺産分割協議により北村町子さん３分の１、北村春樹さん３分の２となり、甲土

地につき所有権移転登記済みである。 

・ 本件借地権の契約（以下「本件借地契約」という）には、上記概要以外の別段の特約はない

ものとする。 

・ 甲土地および乙土地の属する地域には、民法の規定と異なる慣習はない。 

 

  

公 

道 

丙建物 

甲土地 

乙土地 

所有者 室井さん 

公 道 
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（問題２２） 
 

（設問Ａ）本件借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．２００６年の本件借地契約の法定更新による本件借地権の存続期間は、更新の時から２０年

となっている。 

２．２００６年の本件借地契約の法定更新後、丙建物が朽廃し、社会経済的な効用を失った場合

でも、本件借地権は消滅しない。 

３．本件借地契約を更新する場合、佐野さんは、本件借地契約に定めがなくても、北村さんらに

対し借地法の規定に基づき更新料を支払わなければならない。 

４．佐野さんの地代不払いによる債務不履行を原因として本件借地契約が解除された場合であっ

ても、佐野さんは北村さんらに対し丙建物を時価で買い取ることを請求することができる。 

 

（問題２３） 
 

（設問Ｂ）甲土地の共有に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．北村春樹さんが自己の持分に抵当権を設定する場合には、北村町子さんの同意を得なければ

ならない。 

２．甲土地において、その形状または効用の著しい変更を伴わない軽微な変更を加える行為を行

う場合、北村春樹さんは、北村町子さんの同意を得ることなく、単独で行うことができる。 

３．佐野さんに地代の不払いがあった場合、北村町子さんは、北村春樹さんの同意を得ることな

く、単独で債務不履行による本件借地契約の解除をすることができる。 

４．裁判により甲土地について共有物の分割をする場合においては、現物分割（共有物の現物を

分割する方法）によるものとされ、賠償分割（共有者に債務を負担させて、他の共有者の持

分の全部または一部を取得させる方法）によることはできない。 

 

（問題２４） 
 

（設問Ｃ）室井さんが乙土地に建物を建築する場合の甲土地と乙土地との民法の相隣関係に関する次の

記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．甲土地の竹木の根が境界線を越えて乙土地内にまで伸びている場合においては、室井さんは

自ら越境した根を切り取ることができない。 

２．甲土地の竹木の枝が境界線を越えて、乙土地内にまで伸びている場合において、急迫の事情

があるときには、室井さんは自ら越境した枝を切り取ることができる。 

３．室井さんは、甲土地との境界付近に建物を建築する場合、その建築のため必要な範囲で甲土

地を使用することができるが、その使用によって佐野さんが損害を受けた場合には、佐野さ

んは室井さんに対し、その償金を請求することができる。 

４．室井さんは、乙土地上の建物を使用するに当たり、甲土地に設備を設置しなければ電気、ガ

スまたは水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない場合には、

必要な範囲内で甲土地に設備を設置することができる。  
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（問題２５） 
 

（設問Ｄ）佐野さんは、管理不全建物管理制度について興味をもっておりＣＦＰ認定者に相談した。

管理不全建物管理制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．建物の賃借人による借家の管理が不全である場合は、利害関係人は裁判所に管理不全建物管

理命令を請求することができない。 

２．管理不全建物管理命令に基づく管理不全建物管理人は、裁判所が認定した建築士法に定める

建築士に限られる。 

３．管理不全建物管理命令は、当該命令の対象となる建物のほか当該建物内にあれば当該建物の

所有者の所有に属しない動産にもその効力が及ぶ。 

４．管理不全建物管理命令がなされた管理不全建物の敷地は、地方税法に定める固定資産税の住

宅用地の特例の適用が受けられない。 
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問８ 

 長岡さんは、所有するＫＡ建物を居住用として２０２４年４月１日から鶴見さんに賃貸しています。

以下の設問Ａ～Ｅについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

［ＫＡ建物の登記事項証明書（抜粋）］ 

表 題 部（主である建物の表示） 調製 平成○年○月○日 不動産番号 ○○○○○○○○○○○○○ 

所在図番号 余 白 

所   在 ○○市△△三丁目１番地１ 余 白 

家屋番号 １番１ 余 白 

① 種 類 ② 構 造 ③ 床 面 積 ｍ2 原因及びその日付〔登記の日付〕 

居宅 木造スレート葺２階建 
１階 ５７ 
２階 ５７ 

３３ 
３３ 

平成〇年〇月〇日新築 

 
権 利 部（甲 区）（所有権に関する事項） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 所有権保存 平成２０年１２月２５日 

第１８９７８号 

所有者 ○○県○○市△△一丁目１番１号 

長岡健太 
 

権 利 部（乙 区）（所有権以外の権利に関する事項） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 抵当権設定 平成２１年６月３０日 

第８９９７号 

原因 平成２１年６月３０日金銭消費貸借同日
設定 

債権額 金１,０００万円 

利息 年２％（年３６５日の日割計算） 

損害金 年１４％（年３６５日の日割計算） 

債務者 ○○県○○市△△一丁目１番１号 

長岡健太 

抵当権者 ○○県○○市××二丁目２番２号 

ＫＺ信用金庫 

共同担保 目録（た）第１１２３号 

 

共同担保目録 

記号及び番号 （た）第１１２３号 調製 平成２１年６月３０日 

番号 担保の目的である権利の表示 順位番号 予備 

１ ○○市△△三丁目１番１の土地 １ 余 白 

２ 
○○市△△三丁目１番地１家屋番号 

１番１の建物 
１ 余 白 
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［ＫＡ建物の建物賃貸借契約書（以下「本契約書」という）の一部抜粋］ 
 

建物賃貸借契約書 

 

賃貸人 長岡健太（以下「甲」という）、賃借人 鶴見隆司（以下「乙」という）および乙の

連帯保証人 倉田修造（以下「丙」という）は、次のとおり建物賃貸借契約を締結した。 

－第１条省略－ 

第２条（期間） 

賃貸借の期間は、２０２４年４月１日から○○○○年○月○日までとする。 

第３条（賃料） 

賃料は月額金○万円とし、乙は、甲に対し、毎月末日までに翌月分を支払う。 

－中略－ 

第８条（譲渡、転貸） 

乙は、甲の承諾を得ることなく、ＫＡ建物の全部または一部につき、賃借権を譲渡し、

または転貸してはならない。 

第９条（明渡） 

乙は、本契約が終了する日までに、ＫＡ建物を明け渡さなければならない。この場合

において、乙は、ＫＡ建物を原状に復して、甲に返還しなければならない。 

第１０条（連帯保証） 

丙は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の甲に対する債務を負担するものとする。 

２ 前項の丙の債務は、極度額金○○万円を限度とする。 

－以下省略－ 

 

［その他］ 

・ 本契約書における契約は、借地借家法第３８条に規定する定期建物賃貸借契約ではない。 

・ 鶴見さんは、賃貸借契約日にＫＡ建物に入居し、居住している。 

・ 本契約書第１０条の保証契約は、民法第４６５条の２に規定する個人根保証契約である。な

お、倉田さんは、鶴見さんの委託を受けて保証人となった者である。 

・ 本契約書に記載のない特約は考慮しないものとする。 

・ 長岡さんは、ＫＡ建物を保険の対象として火災保険を契約している。 
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（問題２６） 
 

（設問Ａ）不動産の登記事項証明書等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．登記事項要約書には、請求に係る登記記録に記録された事項の全部または一部である旨の認

証文を付したうえで、作成年月日および登記官の職氏名が記載され、登記官の職印が押印さ

れる。 

２．登記事項証明書の交付請求書には、共同担保目録に記録された事項の証明を求める旨の記載

をしなくても、共同担保目録付きの登記事項証明書が交付される。 

３．オンラインによりＫＡ建物の登記事項証明書の交付を請求する場合、請求に係る登記事項証

明書を請求人の指定により、ＫＡ建物を管轄する登記所以外の登記所で受領することができ

る。 

４．ＫＡ建物の建物図面および各階平面図の写しは、利害関係を有する者でなければ、交付請求

することができない。 

 

（問題２７） 
 

（設問Ｂ）設例に係る建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．本契約書第２条の賃貸借期間が１年未満である場合には、借地借家法により、期間の定めの

ない建物賃貸借とみなされる。 

２．賃貸借契約が長岡さんと鶴見さんの合意によらないで、法定更新となった場合は、賃貸借期

間を含めて、従前と同一の契約条件で更新したものとみなされる。 

３．鶴見さんがＫＡ建物を第三者に転貸をする場合において、本契約書第８条の長岡さんの承諾

が得られないときは、借地借家法に基づき、鶴見さんは裁判所に対して、長岡さんの承諾に

代わる許可の申立てをすることができる。 

４．本契約書第９条に基づき、鶴見さんは、賃貸借契約終了時には、経年に伴う損傷および通常

の利用に伴う損傷も含めて、鶴見さんの負担でＫＡ建物を賃貸借開始時の状態に復して明け

渡さなければならない。 

 

（問題２８） 
 

（設問Ｃ）本契約書第１０条の保証契約（以下「本保証契約」という）に関する次の記述のうち、最も

不適切なものはどれか。 

 

１．本保証契約は、本契約書が公正証書で作成されていない場合、その効力を生じない。 

２．本保証契約に係る倉田さんの保証の範囲は、特段の定めがない場合、極度額を限度として、

賃料債務のほか、鶴見さんが故意にＫＡ建物を損傷した場合の損害賠償債務にも及ぶ。 

３．本保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。 

４．本保証契約において鶴見さんが死亡した場合、倉田さんが負担する主たる債務の元本は確定

する。 
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（問題２９） 
 

（設問Ｄ）ＫＡ建物に設定されている抵当権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．鶴見さんは、建物の賃借権者の権限として、民法に規定されている抵当権消滅請求をするこ

とができる。 

２．ＫＺ信用金庫の抵当権は、その担保する債権について長岡さんに債務不履行があったときで

も、その後に、鶴見さんから長岡さんに支払われる賃料には及ばない。 

３．ＫＡ建物が火災によって焼失したときは、ＫＺ信用金庫は、長岡さんに火災保険の保険金が

支払われた後であっても、当該保険金に対して、物上代位権を行使して弁済を受けることが

できる。 

４．ＫＺ信用金庫の抵当権の実行によりＫＡ建物が競売された場合、鶴見さんは、買受人の買受

けの時から６ヵ月を経過するまではＫＡ建物の明渡しをしなくてもよい。 

 

（問題３０） 
 

（設問Ｅ）不動産競売等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．不動産競売は、通常一定期間内に最高価額で入札した者に売却する方法により行われるが、

この方法で売却できないときは、先着順による特別売却の方法で行われる。 

２．入札により買受けの申出をする場合、裁判所が定める額および方法による保証の提供が必要

であり、その保証の額は原則として売却基準価額の２０％相当額である。 

３．買受人は、売却決定期日において売却の許可を言い渡された時に、競売不動産を取得する。 

４．買受人が決定された場合、買受人が期限までに代金を納付できないときは、買受人の資格を

失い、入札に当たり提供した保証金は返還されない。 
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問９ 

 大津さんは、下記設例の甲土地および乙土地を所有しており、その有効活用について、ＣＦＰ認定

者に相談しました。建築基準法および都市計画法に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答え

を１～４の中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

 
 

［ＧＯ建物（賃貸事務所ビル）の延べ面積の内訳］ 

貸室 １,４６０ｍ2 

管理室 ４０ｍ2 

廊下 ２２０ｍ2 

階段、トイレ １８０ｍ2 

エレベーターの昇降路 ３０ｍ2 

その他共用部 ７０ｍ2 

駐車場 ３００ｍ2 

合計 ２,３００ｍ2 

 

・ 甲土地および乙土地は、長方形の土地である。 

・ 甲土地および乙土地は、市街化区域内に存し、用途地域等は上記のとおりである。 

・ 指定容積率および指定建蔽率とは、それぞれ都市計画で定められたもの（商業地域の建蔽率は

建築基準法の規定値）をいい、特定道路による容積率の緩和は考慮しない。 

（用途地域等） 

第二種住居地域 

指定容積率 ３００％ 

指定建蔽率  ６０％ 

準防火地域 

（用途地域等） 

商業地域 

指定容積率 ５００％ 

指定建蔽率  ８０％ 

防火地域 

幅員８ｍ県道 
 

２ｍ 

幅員６ｍ市道 

甲土地 

ＧＯ建物 

（賃貸事務所ビル） 

乙土地 

２０ｍ 

２５ｍ 

１８ｍ 

２５ｍ 
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・ 甲土地および乙土地は、容積率の算定に当たり道路幅員に乗じる数値について特定行政庁が指

定する区域には該当しない。 

・ 甲土地に建築物を建築するに当たり、甲土地および乙土地は一団の土地として、ＧＯ建物の存

在を前提として連たん建築物設計制度に関する特定行政庁の認定を受けている。 

・ 連たん建築物設計制度とは、建築基準法第８６条第２項に基づき、複数敷地により構成された

一団の土地の区域内において、既存建築物の存在を前提とした合理的な設計により建築する場

合、各建築物の位置および構造が安全上、防火上、衛生上支障ないと特定行政庁が認めるもの

については、複数建築物が同一敷地内にあるものとみなして、建築規制を緩和する制度である。 

・ 甲土地と乙土地を一体として利用する場合、甲土地に建築する建築物の容積率の対象となる延

べ面積の上限を計算するに当たり、ＧＯ建物の容積率の対象となる延べ面積を、一体地として

の容積率の対象となる延べ面積から控除して算定する。 

・ 上記［ＧＯ建物（賃貸事務所ビル）の延べ面積の内訳］は、容積率の対象となる延べ面積に算

入しない床面積を含んでいる。 

・ ＧＯ建物の地下１階は駐車場である。 

・ ＧＯ建物は、駐車場の床面積について、容積率の対象となる延べ面積の緩和（５分の１緩和）

を受けている。 

・ ＧＯ建物の容積率の対象となる延べ面積の計算上、駐車場およびエレベーターの昇降路の緩和

を考慮すること。 

・ ＧＯ建物の廊下、階段、トイレは、建物の屋内に設置されている。 

・ その他の条件については、一切配慮する必要はない。 

 

（問題３１） 
 

（設問Ａ）連たん建築物設計制度の適用を受けない場合に、甲土地に建築可能な建築物の容積率の対象

となる延べ面積の上限として、正しいものはどれか。 

 

１．１,２００ｍ2 

２．１,３２０ｍ2 

３．１,３５０ｍ2 

４．１,３８０ｍ2 
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（問題３２） 
 

（設問Ｂ）ＧＯ建物の存在を前提とした連たん建築物設計制度の適用を受け甲土地および乙土地を併合

した一団の土地として利用する場合、甲土地に建築可能な建築物の容積率の対象となる延べ

面積の上限として、正しいものはどれか。 

 

１．１,９３０ｍ2 

２．２,０３０ｍ2 

３．２,１５０ｍ2 

４．２,２２０ｍ2 

 

（問題３３） 
 

（設問Ｃ）建築基準法上の建築協定に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「土

地の所有者等」とは土地の所有者および借地権を有する者をいう。 

 

１．建築協定の締結は、建築協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならないが、

借地権の目的となっている土地がある場合には、当該借地権が設定されている土地の所有者

の合意がなくても借地権者の合意があれば成立する。 

２．建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となっ

た者に対しては、その効力は及ばない。 

３．建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、建築協定区域、建築物に関する基準、協定

の有効期間および協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者が

当該協定書を特定行政庁に提出し、認可を受けなければならない。 

４．建築協定は、建築協定区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または

建築設備に関する基準について定めることができるが、容積率の緩和に関する基準は定める

ことができない。 

 

（問題３４） 
 

（設問Ｄ）都市計画法の開発行為に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．市街化調整区域内において行う開発行為は、その規模が１,０００ｍ2未満であれば、開発行

為の許可は必要とされない。 

２．開発行為であっても、都市計画事業、土地区画整理事業または市街地再開発事業の施行とし

て行うものについては、開発行為の許可は必要とされない。 

３．建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為につい

ては、当該行為を行う土地の面積のいかんにかかわらず、開発行為の許可は必要とされない。 

４．開発許可を受けた開発区域内の土地は、原則として、工事完了公告があるまでは建築物の建

築や特定工作物の建設はできないが、その土地の譲渡については禁止されていない。 
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問１０ 

 馬場香穂さん（会社員、２９歳）は、２０２３年に下記設例の中古マンション１戸（以下「本物件」

という）を購入し、同年８月に引渡しを受け、同年９月に居住の用に供しました。本物件の取得および

保有に係る税金に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでくだ

さい。なお、各設問において問われている内容以外は適用要件を満たしているものとします。 

 

＜設例＞ 

［物件の概要等］ 

・ マンションの名称：ＱＢマンション 

・ 構造・規模：鉄筋コンクリート造７階建 

・ 新築年月：２０１５年１１月 

・ 総戸数：３０戸（全戸住宅として使用） 

・ 敷地面積：５５０ｍ2 

 

［購入した専有部分］ 

・ 専有部分：５０３号室 

・ 専有部分の床面積：６６ｍ2（登記記録）・７５ｍ2（固定資産課税明細書） 

・ 敷地権の種類：所有権 

・ 売買代金：４５,０００千円 

・ 売買契約締結日：２０２３年７月３１日 

・ 売主：藤原洋一（会社員、２０２３年４月まで本物件に居住していた） 

 

［馬場さんの購入資金の内訳］ 

内訳 金額 備考 

自己資金 ８,０００千円  

父（実父、６２歳）からの金銭

贈与 
５,０００千円 ２０２３年８月に贈与を受けた。 

民間金融機関からの住宅ローン ３２,０００千円 
借入期間３０年 

２０２３年末残高３１,５９３,８４２円 

 

［その他］ 

・ 馬場さんは、これまでに上記以外の贈与を受けたことはなく、２０２３年分についても上記

以外の贈与はないものとする。 

・ 本物件は馬場さんが主として居住の用に供する住宅である。 

・ 本物件は「住宅借入金等特別控除」における租税特別措置法施行令に定める以下の家屋には

該当しない。 

① 認定長期優良住宅 

② 認定低炭素住宅 

③ 特定エネルギー消費性能向上住宅 

④ エネルギー消費性能向上住宅 

・ 本物件の売買は、馬場さん、藤原さんのいずれにおいても事業として行うものではないため、

消費税および地方消費税は課税されない。 

・ 本物件の所有権移転登記および抵当権設定登記は、いずれも馬場さんの取得と同時に行うもの

とする。  
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（問題３５） 
 

（設問Ａ）馬場さんが取得した本物件に係る登録免許税および印紙税に関する次の記述のうち、最も不

適切なものはどれか。 

 

１．馬場さんが民間金融機関から住宅ローンを借り入れる際に本物件の建物に抵当権を設定した

場合、当該抵当権設定登記に係る登録免許税は、住宅用家屋の軽減税率の特例が適用される。 

２．馬場さんは、父からの資金贈与について、５,０００千円を贈与すると記載した贈与契約書

を作成したが、この契約書には印紙を貼付する必要はない。 

３．馬場さんが民間金融機関から住宅ローンを借り入れる際の金銭消費貸借契約書に係る印紙税

は、特例による軽減税率が適用される。 

４．馬場さんが本物件の建物を取得した際の所有権移転登記に係る登録免許税は、住宅用家屋の

軽減税率の特例が適用される。 

 

（問題３６） 
 

（設問Ｂ）馬場さんが本物件を取得したことに伴い課税される不動産取得税および取得後に馬場さんが

負担することとなる固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

 

１．土地または家屋の固定資産課税台帳登録価格（いわゆる固定資産税評価額）は、毎年評価替

えされる。 

２．馬場さんが取得した本物件に係る固定資産税の建物の課税標準の算定については、固定資産

税の課税標準となるべき価格の３分の１となる。 

３．馬場さんが取得した本物件の建物に係る固定資産税は、２０２３年度から５年度の間、住宅

についての減額の適用が受けられる。 

４．馬場さんが取得した本物件に係る不動産取得税は、所有権移転登記を行ったかどうかにかか

わらず課税の対象となる。 

 

（問題３７） 
 

（設問Ｃ）馬場さんが、本物件の取得に伴い、２０２３年分の所得税で「住宅借入金等特別控除」の適

用を受ける場合の控除限度額として、正しいものはどれか。なお、控除限度額は、１００円

未満を切り捨て、１００円単位で求めること。 

 

１．１４０,０００円 

２．２１０,０００円 

３．２２１,１００円 

４．２４５,０００円 
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問１１ 

 青山さん、川野さんおよび谷口さんは、２０２４年中に下記設例の土地（固定資産）を譲渡すること

を検討しています。不動産の譲渡等に係る税金に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを

１～４の中から１つ選んでください。なお、各設問において問われている内容以外は、すべて適用要件

を満たしているものとします。 

 

＜設例＞ 

 
［青山さんが所有する甲土地の概要］ 

・ 青山さんは甲土地を２０２０年６月に相続により取得し、交換の直前まで住宅の敷地として

使用していた。 

 

［川野さんが所有するＳＩ建物および乙土地の概要］ 

・ ＳＩ建物および乙土地は川野さんの単独所有で、２００６年１０月に相続により取得し、川

野さんは自用の店舗およびその敷地として事業の用に供している。 

・ 川野さんは、ＳＩ建物および乙土地を譲渡し、１２０,０００千円の建物および土地（事業用

資産）への買換えを検討している。 

・ ＳＩ建物および乙土地の譲渡価額（総額）：１５０,０００千円 

・ ＳＩ建物および乙土地の譲渡に係る取得費：９,０００千円 

・ ＳＩ建物および乙土地の譲渡に係る譲渡費用：６,０００千円 

 

［谷口さんが所有する丙土地の概要］ 

・ 谷口さんは丙土地を２０１７年１２月に購入したが、道路拡張に伴う収用の対象になってい

る。 

  

甲土地 

丙土地 

川野さん所有 

都市計画道路のライン 

（事業決定済み） 

ＳI建物 

乙土地 

青山さん所有 

谷口さん所有 
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（問題３８） 
 

（設問Ａ）青山さんが甲土地と他の土地を交換し、「固定資産の交換の特例」（以下「本特例」という）の

適用を受ける場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．交換により取得した土地が、不動産業者が販売のために所有していた土地（棚卸資産）で

あった場合には、青山さんは本特例の適用を受けることができない。 

２．交換により取得した土地が、相手方が交換のために取得した土地であった場合には、青山さ

んは本特例の適用を受けることができない。 

３．交換により取得した土地の権利が仮に他の土地の借地権であった場合でも、甲土地と借地権

は同じ種類の資産であるため、青山さんは本特例の適用を受けることができる。 

４．交換により取得した土地が、相手方が住宅の敷地として使用していた宅地の場合に、青山さ

んが取得した宅地を店舗の敷地の用に供したときは、青山さんは本特例の適用を受けること

ができない。 

 

（問題３９） 
 

（設問Ｂ）川野さんがＳＩ建物および乙土地の譲渡について、「特定の事業用資産の買換え特例」（以下

「本特例」という）の適用を受けた場合の、この譲渡に係る譲渡所得の金額として、正しい

ものはどれか。なお、本特例の適用要件を満たしており、課税繰延割合は８０％とする。 

 

１．１５,０００千円 

２．２４,６００千円 

３．３９,０００千円 

４．４８,６００千円 

 

（問題４０） 
 

（設問Ｃ）谷口さんが丙土地の譲渡について、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」

（以下「本特例」という）の適用を受ける場合に関する次の記述のうち、最も不適切なもの

はどれか。 

 

１．谷口さんが丙土地の収用等により取得した対価補償金で代替資産である土地を取得した場合、

その対価補償金の額が代替資産である土地の取得価額以下のときは、その譲渡はなかったも

のとされる。 

２．谷口さんが取得する代替資産は、原則として土地または借地権等の土地の上に存する権利と

する必要がある。 

３．谷口さんが本特例の適用を受けた場合の代替資産の取得価額は、代替資産を取得したときの

価額とされる。 

４．谷口さんは、丙土地の収用等のあった日の属する年の前年中（当該収用等により丙土地を譲

渡することが明らかとなった日以後の期間に限る）に代替資産の取得をした場合でも、本特

例の適用を受けることができる。  
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（問題４１） 
 

（設問Ｄ）谷口さんが丙土地の譲渡について、「収用等の場合の５,０００万円の特別控除の特例」（以

下「本特例」という）の適用を受ける場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ

か。 

 

１．谷口さんは、本特例と収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例のいずれも要件を

満たす場合、いずれかを選択して適用を受けることができる。 

２．谷口さんは、丙土地について譲渡した年の１月１日における所有期間が５年超となる場合に

限り、本特例の適用を受けることができる。 

３．谷口さんは、公共事業施行者から丙土地につき最初に買取り等の申出があった日から２ヵ月

以内に譲渡した場合に限り、本特例の適用を受けることができる。 

４．谷口さんは、丙土地が販売目的で所有している棚卸資産に該当し、固定資産ではない場合で

も、本特例の適用を受けることができる。 
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問１２ 

 山岸さんの所有する甲土地および乙土地の有効活用に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの

答えを１～４の中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

 

地区区分：普通商業・併用住宅地区 

 

・ 甲土地および乙土地ともに、用途地域等は同じである。 

  

相続税路線価９００千円／ｍ2 

借地権割合Ｄ地区 

幅員 
６ｍ市道 
  

乙土地 

１４０ｍ2 甲土地 

９００ｍ2 
相続税路線価５００千円／ｍ2 
借地権割合Ｅ地区 

幅員 

１０ｍ県道 
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（問題４２） 
 

（設問Ａ）山岸さんは、甲土地（更地）について、デベロッパーである株式会社ＰＸ（以下「ＰＸ社」

という）から「借地借家法第２３条の定期借地権（以下「事業用定期借地権等」という）に

より賃借したい」との提案を受けた。事業用定期借地権等に関する次の説明のうち、最も適

切なものはどれか。なお、本設問において、事業用定期借地権等のうち、同法第２３条第１

項に定めるものを事業用定期借地権といい、同法同条第２項に定めるものを事業用借地権と

いう。 

 

１．事業用借地権をＰＸ社との間で設定する場合には、公正証書によらずとも、書面または電磁

的記録により契約は有効に成立する。 

２．事業用定期借地権等の地代は、借地借家法に基づく地代等増減請求権の適用がないため、地

代等が近隣等の地代に比較して不相当となったときでも増減の請求をすることができない。 

３．事業用借地権の設定時に、借地上の建物を一定の条件で山岸さんに譲渡する建物譲渡特約を

定めることにより、借地借家法第２４条の建物譲渡特約付借地権とすることができる。 

４．特約がない限り、事業用定期借地権および事業用借地権のいずれの借地権も契約期間中に借

地上の建物が滅失したとしても、その時点で借地契約が終了することはない。 

 

（問題４３） 
 

（設問Ｂ）山岸さんは、乙土地（更地）について、不動産会社であるＰＹ株式会社から、建設協力金方

式による建物（賃貸用）の建設による土地の有効活用の提案を受けた。建設協力金方式の特

徴に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．建設協力金方式は、建物の建設資金の全部または一部を建物の賃借人が土地所有者に預け入

れ、その建物を賃借人の事業の用に供する事業方式である。 

２．建設協力金方式では、建物の建築工事に着手する前に賃借人を決定して、建物の設計や仕様

等については賃借人の要望を取り入れる。 

３．建設協力金方式では、建物の賃借人が土地所有者に預け入れた建築資金の額に応じて、建物

の固定資産税を土地所有者と建物賃借人とで按分して支払うことになる。 

４．建設協力金を借入金として受け取り、その完済前に土地所有者に相続が発生した場合、相続

税の課税価格の計算上、当該建設協力金の未返済残額を相続財産から債務として控除するこ

とができる。 
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（問題４４） 
 

（設問Ｃ）山岸さんが、乙土地に借地借家法第２２条の定期借地権（以下「一般定期借地権」という）

を設定して賃貸し、設定から２０年経過した時点で山岸さんに相続が発生したとする場合、

乙土地の一般定期借地権の目的となっている土地（底地）の相続税評価額として、正しいも

のはどれか。なお、一般定期借地権の評価において、設定時の借地権割合により評価するに

当たり、課税上弊害はない。また、一般定期借地権設定後の土地の価額は一定とし、計算結

果は千円未満を四捨五入し、千円単位で求めること。 

 

＜条件＞ 

・ 乙土地（自用地）の相続税評価額：＊＊＊＊＊円 

・ 一般定期借地権の設定期間：５０年 

・ 基準年利率：年１.５％ 

・ 相続発生時において、相続税路線価に変動はないものとする。 

 

＜参考式＞ 

一般定期借地権の

底地の評価額
＝

課税時期における

自用地としての価額

(画地調整率は考慮外）
－ 

一般定期借地権

に相当する価額（※）
 

(※) 一般定期借地権

    に相当する価額
＝

課税時期に

おける自用地

としての価額
 ×（１－底地割合）× 

課税時期におけるその一般定期

借地権の残存期間年数に応ずる

基準年利率による複利年金現価率

一般定期借地権の設定期間年数に

応ずる基準年利率による

複利年金現価率

 

 

＜参考＞ 

［年１.５％の複利表］ 

年数 複利年金現価率 

２０年 １７.１６９ 

３０年 ２４.０１６ 

４０年 ２９.９１６ 

５０年 ３５.０００ 

 

［底地割合］ 

 
借地権割合 

底地割合（％） 
路線価図 評価倍率表（％） 

地域区分 

Ｃ ７０ ５５ 

Ｄ ６０ ６０ 

Ｅ ５０ ６５ 
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１．４３,５８２千円 

２．４５,９８４千円 

３．５３,１８９千円 

４．５７,９８２千円 

 

（問題４５） 
 

（設問Ｄ）定期借地権の設定により保証金（借地権者に返還すべき金銭）を受け取った場合において、

当該保証金の経済的利益に関する所得税の課税について述べた次の記述のうち、最も不適切

なものはどれか。 

 

１．預貯金、公社債、指定金銭信託または貸付信託に運用した場合は、保証金の経済的利益の額

を計算する必要はない。 

２．保証金の経済的利益の計算に適用される適正な利率は、利子税（国税の延納等の場合に、そ

の延納期間等に応じて課される付帯税）の計算と同じ年利率による。 

３．自宅の建築費用や相続税の納税資金に充てた場合は、保証金の経済的利益の額を、その年の

不動産所得の収入金額に算入する。 

４．事業所得の基因となる業務用資産の取得資金に充てた場合は、保証金の経済的利益の額を、

その年の不動産所得の収入金額に算入するとともに、同額を事業所得の計算上、必要経費に

算入する。 
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問１３ 

 下記の設例に基づき土地の有効活用に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の

中から１つ選んでください。 

 

＜設例＞ 

永井さんは、デベロッパーである株式会社ＧＤ（以下「ＧＤ社」という）から青空駐車場として利

用していた所有地（５００ｍ2）の有効活用として等価交換方式によるマンション建設の提案を受

けた。 

 

［取引の概要］ 

「部分譲渡方式」による等価交換事業 

 

・ 部分譲渡方式による等価交換事業（永井さんは所有地の持分をＧＤ社に譲渡し、それと引き

換えにマンションの一部を取得する）である。 

・ 永井さんの土地の譲渡については、立体買換え特例（租税特別措置法第３７条の５第１項表

２号）の適用がある。 

・ 図の記載方法は、土地は持分の、建物は専有部分の床面積の規模を示している。 

 

［ＧＤ社が建設するマンションの概要］ 

・ 敷地面積：５００ｍ2 

・ 構造規模：鉄筋コンクリート造６階建 

・ 延べ面積：３,０００ｍ2 

・ 総専有面積：２,４００ｍ2 

 

［ＧＤ社の原価等］ 

・ 建築工事費等：総額１,２００,０００千円 

・ 粗利益：売上高の２０％（広告宣伝費等を含む） 

・ 売上高：建築工事費等÷（１－粗利益率） 

・ 分譲単価：専有面積１ｍ2当たり８００千円 

 

  

ＮＢ ＧＢ 

ＧＡ ＮＡ 

建物 

土地 

「ＮＡ」：永井さんが等価交換により譲渡を留

保する土地持分 

「ＮＢ」：永井さんが等価交換により取得する

建物の部分 

「ＧＡ」：ＧＤ社が等価交換により取得する土

地持分 

「ＧＢ」：ＧＤ社が新築する建物のうち所有す

る建物の部分 
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［返還床面積および土地価額の算出］ 
 

・ 分譲床面積：ＧＤ社が分譲する専有部分の床面積 

・ 分譲単価：専有部分１ｍ2当たりの分譲単価 

・ 分譲原価：分譲する専有部分の１ｍ2当たりの原価 

・ 返還床面積：ＧＤ社が永井さんに返還する専有部分の床面積 

・ 土地価額：ＧＤ社が評価した永井さんの土地の土地価額 

・ 土地持分譲渡価額：ＧＤ社が評価した永井さんが譲渡する土地持分の価額 

 

〇返還床面積の算出 

・ 売上高÷分譲単価＝分譲床面積 

・ 総専有面積－分譲床面積＝返還床面積 

 

〇土地持分譲渡価額の算出 

・ 建築工事費等÷分譲床面積＝分譲原価 

・ 分譲原価×返還床面積＝土地価額 

・ 土地持分譲渡価額＝土地価額×



1－

返還床面積

 総専有面積 
 

※敷地利用権の割合（土地持分割合）は専有部分の床面積の割合による。 

 

（問題４６） 
 

（設問Ａ）ＧＤ社が提案した返還床面積として、正しいものはどれか。 

 

１．４００ｍ2 

２．５２５ｍ2 

３．６４０ｍ2 

４．７３３ｍ2 

 

（問題４７） 
 

（設問Ｂ）ＧＤ社が提案した土地持分譲渡価額として、正しいものはどれか。 

 

１．２００,０００千円 

２．２４６,５００千円 

３．２６２,５００千円 

４．２８４,０００千円 
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（問題４８） 
 

（設問Ｃ）永井さんが等価交換において適用を受ける立体買換え特例（租税特別措置法第３７条の５第

１項表２号、以下「本特例」という）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 

 

１．本特例の適用地域は全国の市街化区域であり、譲渡資産は事業の用または居住の用に供され

ていたものであるかどうかは問われない。 

２．本特例において建築された建築物の床面積の２分の１以上が住宅であれば、買換資産として

店舗部分のみを取得した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。 

３．永井さんが所有する土地が空閑地であっても、本特例の他の要件を満たしていれば、本特例

の適用を受けることができる。 

４．本特例において譲渡金額のすべてを買換資産の取得に充てた場合、当該譲渡はなかったもの

とされ、永井さんの等価交換における土地持分の譲渡益に対しては課税されない。 
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問１４ 

 不動産関連情報に関する以下の設問Ａ、Ｂについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでく

ださい。 

 

（問題４９） 
 

（設問Ａ）「令和５年版土地白書」に記載されている不動産市場の動向に関する次の記述のうち、最も

不適切なものはどれか。 

 

１．オフィスビルの平均募集賃料は、東京都心５区（千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区）

において、令和２年Ⅲ期（７〜９月）をピークに下落が続いているが、令和４年に入り下落

幅が鈍化している。 

２．令和４年における新築マンションの契約率が首都圏・近畿圏とも上昇したことに伴って、マ

ンションの在庫戸数は首都圏・近畿圏とも減少した。 

３．令和４年における中古マンションの成約平均価格は、首都圏・近畿圏ともに上昇基調である

一方、成約件数は、首都圏・近畿圏ともに、前年から減少した。 

４．主要都市（東京・横浜・京都・大阪・神戸・名古屋・札幌・福岡）の店舗賃料は、令和４年

Ⅳ期（１０〜１２月）は、名古屋以外の都市で前年同月期と比べて上昇となった。 

 

（問題５０） 
 

（設問Ｂ）国土交通省発表による「令和６年地価公示結果の概要」に基づく令和５年１月以降の１年間

の地価に関する次の記述の適不適の組み合わせとして、正しいものはどれか 

 

（ア）全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも３年連続で上昇し、上昇率が拡大した。 

（イ）三大都市圏平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも３年連続で上昇し、上昇率が拡大

した。 

（ウ）地方圏平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも３年連続で上昇し、上昇率が拡大した。 

（エ）地方圏のうち、地方四市（札幌市、仙台市、広島市および福岡市）では、全用途平均・住宅地は

上昇率が拡大に転じたが、商業地は上昇率が縮小した。 

 

１．（ア）および（エ）は適切であるが、（イ）および（ウ）は不適切。 

２．（イ）および（ウ）は適切であるが、（ア）および（エ）は不適切。 

３．（ア）および（イ）は適切であるが、（ウ）および（エ）は不適切。 

４．（ウ）および（エ）は適切であるが、（ア）および（イ）は不適切。 


